
若戸トンネル
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する
建築物の敷地の位置について【付近見取図（用途地域図）】

（今回申請地）
株式会社ビートルエンジニアリング
若松区向洋町１０番５他５筆

既存許可施設
（産業廃棄物処理施設）
若松区響町一丁目６２番３９

既存許可施設
（産業廃棄物処理施設）
若松区響町一丁目１０５番２４



建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する

建築物の敷地の位置について【用途現況図】
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する

建築物の敷地の位置について【運搬計画図（北九州市全域）】

１．計画概要
北九州市及び近隣自治体が回収する容器包装及び製品プラスチックについては、収集運搬業許可を受けた業者が搬入し、
破砕・選別の工程を経てリサイクル処理を行い、製品材料（ペレット）としてリサイクル業者に搬出する。
また、残さ（リサイクルできないもの）については、(株)宇部興産苅田工場又は山口県周南市の(株)トクヤマへ搬出する。
なお、主な搬出・搬入経路は、北九州都市高速等の高速道路、国道、主要地方道、若戸トンネルを通り、市街地を極力避けた経路となっている。

搬入元：福岡県近隣及び小倉方面

搬出先：
㈱宇部興産苅田工場

㈱ビートルエンジニアリング

搬入元：山口県及び
門司方面

２．運搬計画

（１）搬入出量
■搬入 １４４ｔ／日
■排出 ペレット ７２ｔ／日

残さ ７２ｔ／日
計 １４４ｔ／日

（２）搬入出の起点及び終点
■主な搬入起点

北九州市が回収…北九州市内
(公財)日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会
… 北九州市及び近隣自治体

■搬入終点
今回申請地

■搬出起点
今回申請地

■主な搬出終点
ペレット ㈱エコマテリアル
残さ ㈱宇部興産苅田工場

㈱トクヤマ

（３）搬入出台数
■搬入 ７５台/日
■搬出 １５台/日

搬入元：福岡県及び隣県一円

凡例 ：搬入経路

：搬出経路

搬出先：福岡県及び隣県一円

搬出先：㈱エコマテリアル

今回申請地

搬出先：㈱トクヤマ
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搬入元：福岡県近隣及び小倉方面



搬入経路

搬出経路

今回申請地
若松区向洋町
１０番５他５筆

凡例（搬入出経路）

主な搬出先：(株) 宇部興産苅田工場
(株) トクヤマ

主な搬入元：北九州市が回収…北九州市内
(公財) 日本容器包装リサイクル協会
…北九州市及び近隣自治体

建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する

建築物の敷地の位置について【運搬計画図（若松区内）】

出入口

響灘大橋

若戸大橋

若戸トンネル

搬出先：(株)エコマテリアル
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搬入経路

搬出経路

凡例（搬入出経路）

今回申請地
若松区向洋町
１０番５他５筆

搬出先：(株) エコマテリアル

主な搬出先：(株) 宇部興産苅田工場
(株) トクヤマ

主な搬入元：北九州市が回収…北九州市内
(公財) 日本容器包装リサイクル協会
…北九州市及び近隣自治体

建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する

建築物の敷地の位置について【運搬計画図（申請地周辺）】

出入口

至 若戸トンネル

至 響灘大橋

至
若松北海岸
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北九州市が回収
プラスチック荷卸し

進入経路

退出経路

荷の内容

(公財)日本容器包装
リサイクル協会

ベール荷降

ペレット
保管・積込

選別
残さ
積込

凡例
（搬入出車両動線）

フォークリフト
動線

従業員動線
（建屋外）

建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する

建築物の敷地の位置について【配置図】
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設の用途に供する
建築物の敷地の位置について【処理フロー図】

㈱宇部興産苅田工場
㈱トクヤマ(公財)日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会

㈱エコマテリアル

分別施設
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操業フロー

回 収
（プラスチック）

北九州市内


